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も っ と 知 り た い

公
共
施
設
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
状
況

　
町
で
は
、
平
成
25
年
３
月
に

地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
を

策
定
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
総

排
出
量
の
削
減
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
令
和
３
年
度

中
に
公
共
施
設
か
ら
排
出
さ
れ

た
温
室
効
果
ガ
ス
の
状
況
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問
総
務
課　
内
線
２
４
５

●温室効果ガスとは
CO2（二酸化炭素）、メタン、N2O（一酸化二窒素）、ハイドロフルオロカー
ボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ化窒素の７物質が
ありますが、この調査は CO2、メタン、N2O の３物質のみ集計

項　目
排出状況

平成25年度
(基準年度) 令和３年度 温室効果ガス

増減率

ＣＯ2

電気・都市ガス・
ガソリンなどの使
用量から算出

3,035,616.1kg 2,838,700.3kg △6.5％

メタン ガソリン・軽油な
どの自動車の走
行距離から算出

84.9kg 69.9kg △17.6％

Ｎ2Ｏ 2,465.6kg 2,076.7kg △15.8％

合　計 3,038,166.5kg 2,840,846.9kg △6.5％

成
年
後
見
制
度
啓
発
フ
ォ
ー
ラ
ム

～
武
豊
フ
ォ
ー
ラ
ム
～

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
活
用
し
た

情
報
伝
達
訓
練

個
人
事
業
税
第
２
期
分

の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

　
成
年
後
見
制
度
を
ク
イ
ズ
形

式
で
分
か
り
や
す
く
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

●
成
年
後
見
制
度
と
は
？

　
認
知
症
の
高
齢
者
ま
た
は
知

的
障
が
い
や
精
神
障
が
い
で
判

断
能
力
が
不
十
分
な
方
々
の
権

利
や
財
産
を
守
る
制
度
で
す
。

●
と
き

　
12
月
３
日
土▢

　

町
内
14
か
所
の
屋
外
拡
声
機

の
ほ
か
、家
庭
用
の
同
報
無
線
戸

別
受
信
機
、防
災
ラ
ジ
オ
か
ら
訓

練
放
送
が
流
れ
ま
す
。ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
っ
て
な
に
？

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
国
か
ら

直
接
住
民
に
緊
急
情
報
を
伝
え

る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
国
が
送
信

し
た
弾
道
ミ
サ
イ
ル
情
報
、
津

波
情
報
、
緊
急
地
震
速
報
な
ど

が
、
市
町
村
防
災
行
政
無
線
な

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

●
と
こ
ろ

①
武
豊
町
中
央
公
民
館　

②
北
山
区
民
館　

③
富
貴
公
民
館

●
内
容　

　

成
年
後
見
制
度
概
要
説
明
、

ク
イ
ズ
成
年
後
見
制
度
、
グ

ル
ー
プ
で
話
し
合
い

●
定
員

ど
を
通
じ
て
、
住
民
へ
と
瞬
時

に
伝
達
さ
れ
ま
す
。

■
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　
11
月
16
日
水▢　
午
前
11
時

●
放
送
内
容

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

テ
ス
ト
で
す
」×
３
回

「
こ
ち
ら
は
、
こ
う
ほ
う
ひ

が
し
う
ら
で
す
」

問
防
災
危
機
管
理
課

　
内
線
３
４
８

①
１
０
０
名

②
10
名

③
10
名

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
み　

　
12
月
１
日
木▢
ま
で
に
問
い
合

わ
せ
先
へ

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
知

多
地
域
権
利
擁

護
支
援
セ
ン
タ
ー

☎（
３
９
）３
７
７
０

（
３
９
）３
７
７
４

納
期
限
は
11
月
30
日
水▢

　
８
月
中
旬
に
県
か
ら
送
付
し

た
納
付
書
で
納
期
限
ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、

問
い
合
わ
せ
先
へ

問
知
多
県
税
事
務
所

　
県
民
税
・
事
業
税
グ
ル
ー
プ

☎
０
５
６
９（
８
９
）８
１
７
４
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国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）は

「
年
金
の
日
」

労
働
講
座

　

日
本
年
金
機
構
か
ら「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控

除
証
明
書
」が
発
送
さ
れ
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
で
す
。
大
切
に

保
管
し
、
年
末
調
整
や
確
定
申

告
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
発
送
時
期
・
対
象

①
11
月
上
旬

・
対
象　
令
和
４
年
１
月
～
９

月
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
方

※
令
和
４
年
10
月
以
降
に
納
付

し
た
分
は
、
控
除
証
明
書
は

発
行
さ
れ
な
い
た
め
、
領
収

証
書
を
添
付

②
令
和
５
年
２
月
上
旬

・
対
象　
令
和
４
年
10
月
～
12

月
の
間
に
、
令
和
４
年
に
は

じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
方

●
控
除
の
対
象

　
令
和
４
年
中
に
納
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
の
年
度

分
の
保
険
料
や
追
納
さ
れ
た
保

険
料
も
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

　

厚
生
労
働
省
で
は「
国
民
一

人
ひ
と
り
が「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、

高
齢
期
の
生
活
設
計
に
思
い
を

巡
ら
す
日
」と
し
て
11
月
30
日

を「
年
金
の
日
」と
し
て
い
ま
す
。

自
分
の
年
金
記
録
や
年
金
見
込

額
を
確
認
し
、
将
来
の
生
活
設

計
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

●「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」で

　
で
き
る
こ
と

　
企
業
経
営
者
、
人
事
労
務
担

当
者
、
労
働
組
合
関
係
者
、
一

般
勤
労
者
な
ど
を
対
象
と
し
た

労
働
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

●
と
き

　
12
月
７
日
水▢
▢

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
40
分

●
と
こ
ろ　
知
多
総
合
庁
舎

●
内
容

　
第
１
部

す
。
家
族（
配
偶
者
や
子
ど
も

な
ど
）の
国
民
年
金
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
は
、
自
身

の
国
民
年
金
保
険
料
に
加
え
、

そ
の
保
険
料
も
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

●
保
険
料
は

　
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
国
民
年
金
制
度
は
、
税
法
上

と
て
も
有
利
な
だ
け
で
は
な
く
、

老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故

な
ど
、
万
が
一
の
と
き
に
も
心

強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の

場
合
は
☎
０
３（
６
６
３
０
）

２
５
２
５

▼
受
付
時
間

・
月
～
金
曜
日　
午
前
８
時
30

分
～
午
後
７
時

・
第
２
土
曜
日　
午
前
９
時
30

分
～
午
後
４
時

※
祝
日（
第
２
土
曜
日
除
く
）、

12
月
29
日
～
１
月
３
日
は
利

用
不
可

　
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
、
い
つ
で
も
自
分
の
年

金
記
録
や
年
金
見
込
額
を
確
認

で
き
る
ほ
か
、
様
々
な
機
能
が

利
用
で
き
ま
す
。

・ 

将
来
の
年
金
見
込
額
の
試
算

・ 

電
子
版「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」の
閲
覧

・ 
受
給
に
関
す
る
各
種
通
知

書
の
確
認　
な
ど

●
利
用
方
法

　
「
パ
ワ
ハ
ラ
の
予
防
と
対
策

に
つ
い
て
」

　
第
２
部

　
「
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法

の
ポ
イ
ン
ト
等
に
つ
い
て
」

●
定
員　
30
名（
先
着
順
）

●
参
加
費　
無
料

●
申
込
み

　
11
月
21
日
月▢
ま
で
に
申
込
書

を
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送（
当
日

・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
ロ
グ

イ
ン

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必

要
・
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ロ
グ
イ
ン

※
ア
ク
セ
ス
キ
ー
と
基
礎
年
金

番
号
が
必
要

※
詳
細
は
日
本
年
金
機
構（
ね

ん
き
ん
ネ
ッ
ト
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ
問
半
田
年
金
事
務
所

☎
０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

必
着
）で
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
込
書
は
知
多
県
民
事
務
所

で
配
布
ま
た
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
知
多
県
民
事
務
所

　
産
業
労
働
課

☎
０
５
６
９（
２
１
）８
１
１
１

０
５
６
９（
２
６
）４
５
２
９
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忘
れ
ず
に
申
請
を
！

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度

生
活
の
し
づ
ら
さ
な
ど
に
関
す
る

調
査
に
ご
協
力
を

　
離
婚
し
た
場
合
、
婚
姻
期
間

中
の
厚
生
年
金
を
分
割
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
年
金
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
請
求
期
限
に
注
意
！

　
離
婚
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら

２
年

※
請
求
期
限
を
経
過
す
る
と
請

求
不
可

■
分
割
方
法
は
２
種
類

（
１
）合
意
分
割

　

離
婚
を
し
て
、条
件
①
②
に

該
当
し
た
場
合
、当
事
者
の
一

方
ま
た
は
双
方
か
ら
の
請
求
に

よ
り
、婚
姻
期
間
中
の
厚
生
年

金
記
録（
標
準
報
酬
月
額・標
準

賞
与
額
）を
当
事
者
間
で
分
割

す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

▼
条
件

①
婚
姻
期
間
中
の
厚
生
年
金
記

録（
標
準
報
酬
月
額
・
標
準

賞
与
額
）が
あ
る
こ
と
。

②
当
事
者
の
合
意
ま
た
は
裁
判

手
続
き
に
よ
り
按
分
割
合
を

定
め
た
こ
と
。（
合
意
が
ま

と
ま
ら
な
い
場
合
は
、
当
事

　
「
令
和
４
年
生
活
の
し
づ
ら

さ
な
ど
に
関
す
る
調
査（
全
国

在
宅
障
害
児
・
者
等
実
態
調

査
）」を
実
施
し
ま
す
。

●
内
容

　
在
宅
の
障
害
児
・
者
、
難
病

な
ど
の
患
者
と
、
こ
れ
ま
で
法

制
度
で
は
支
援
の
対
象
と
な
ら

な
い
が
長
引
く
病
気
や
け
が
な

ど
に
よ
り
生
活
の
し
づ
ら
さ
が

あ
る
方
を
対
象
と
し
て
、
厚
生

労
働
省
が
全
国
的
に
行
う
調
査

で
す
。
障
害
者
施
策
の
基
礎
資

料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
調
査
開
始
日

　
12
月
1
日
木▢
～

●
対
象
地
区

　
緒
川
字
旭
の
一
部（
※
）、
藤

江
字
山
敷
の
一
部（
※
）に
在
住

の
方

※
全
国
か
ら
抽
出
さ
れ
た
調
査

区
●
対
象
者

・
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方

・
難
病
、
長
引
く
病
気
や
け
が

者
の
一
方
の
求
め
に
よ
り
、

裁
判
所
が
按
分
割
合
を
定
め

る
こ
と
が
可
能
）

※
合
意
分
割
の
請
求
が
行
わ
れ

た
場
合
、婚
姻
期
間
中
に
３

号
分
割
の
対
象
と
な
る
期
間

が
含
ま
れ
る
と
き
は
、合
意
分

割
と
同
時
に
3
号
分
割
の
請

求
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

（
２
）３
号
分
割

　
離
婚
を
し
て
、
次
の
条
件
に

該
当
し
た
場
合
、
国
民
年
金
の

第
３
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方

か
ら
の
請
求
に
よ
り
、
平
成
20

年
４
月
１
日
以
後
の
婚
姻
期
間

中
の
第
３
号
被
保
険
者
期
間
に

お
け
る
相
手
方
の
厚
生
年
金
記

録（
標
準
報
酬
月
額
・
標
準
賞

与
額
）を
２
分
の
１
ず
つ
、
当

事
者
間
で
分
割
す
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

▼
条
件

　

婚
姻
期
間
中
に
平
成
20
年
４

月
１
日
以
後
、国
民
年
金
の
第
３

号
被
保
険
者
期
間
が
あ
る
こ
と
。

※「
３
号
分
割
制
度
」は
、
当
事

者
の
合
意
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
分
割
さ
れ
る

方
が
障
害
厚
生
年
金
の
受
給

権
者
で
、
こ
の
分
割
請
求
の

対
象
と
な
る
期
間
を
年
金
額

の
基
礎
と
し
て
い
る
場
合
は

「
３
号
分
割
」請
求
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。

■
年
金
分
割
の
話
し
合
い
に
必

要
な
情
報
通
知
書（
分
割
の

対
象
と
な
る
期
間
等
記
載
）

　
事
前
に
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
年
金
分
割
の
た
め
の

情
報
提
供
請
求
書
等
を
請
求
者

の
住
所
地
を
管
轄
す
る
年
金
事

務
所
に
提
出
す
る
と
通
知
書
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
当
事
者
の
一
方
が
お
亡
く
な

り
に
な
っ
て
い
る
場
合

　
情
報
通
知
書
の
請
求
が
で
き

な
い
、
相
手
側
が
死
亡
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過

す
る
と
請
求
で
き
な
い
場
合
が

あ
る
た
め
、
速
や
か
に
問
い
合

わ
せ
先
へ

問
半
田
年
金
事
務
所　

☎
０
５
６
９（
２
１
）２
３
７
５

な
ど
に
よ
り
生
活
の
し
づ
ら

さ
が
あ
る
方

●
調
査
方
法

　
調
査
員
証
を
身
に
着
け
た
調

査
員
が
、
12
月
上
旬
に
調
査
対

象
地
区
の
皆
さ
ん
の
自
宅
に
伺

い
、
調
査
の
説
明
、
調
査
対
象

に
な
る
か
の
確
認
、
調
査
票
の

配
付
を
実
施
し
ま
す
。

●
提
出
方
法

　
記
入
し
た
調
査
票
を
郵
送
で

提
出

※
自
宅
に
伺
っ
て
調
査
票
を
回

収
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
そ
の
他

　
調
査
票
の
提
出
は
任
意
で
す
。

回
答
が
な
い
場
合
で
も
不
利
益

が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

調
査
員
の
訪
問
を
断
り
た
い
場

合
は
、
問
い
合
わ
せ
先
へ

問
障
が
い
支
援
課

　
内
線
１
６
３



広報ひがしうら 令和４年11月号 22

も っ と 知 り た い

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
設
置
補
助

貯
留
槽
は
80
リ
ッ
ト
ル
か
ら

設
置
で
き
ま
す	

　
都
市
化
の
進
展
に
よ
り
、
市

街
地
で
は
雨
水
の
浸
透
す
る
面

積
が
減
少
し
た
た
め
、
降
っ
た

雨
が
短
時
間
で
河
川
や
水
路
に

集
ま
っ
て
氾
濫
の
原
因
と
な
っ

て
い
ま
す
。
町
で
は
、
豪
雨
時

に
雨
水
流
出
を
抑
制
し
、
河

川
・
水
路
へ
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設

を
設
置
す
る
方
に
補
助
金
を
交

付
し
て
い
ま
す
。
雨
水
貯
留
浸

透
施
設
の
設
置
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
補
助
要

件
が
あ
る
た
め
施
設
の
計
画
が

決
定
し
た
ら
事
前
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

●
補
助
対
象
と
な
る

　
施
設
、
補
助
額

　
町
内
の
建
物
に
付
随
す
る
次

に
掲
げ
る
施
設
で
、
新
た
に
設

置
す
る
も
の

※
補
助
金
の
限
度
額
は
15
万
円

●
申
込
み

　
工
事
着
工
前
に
所
定
の
必
要

書
類
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
請
書
な
ど
は
道
路
河
川
課

で
配
布
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
道
路
河
川
課　
内
線
３
０
４

透水性舗装
これなら
安心だね

！

浸透マス

浸透槽

貯留槽

浸透管
貯留槽貯留槽はは8080リットルリットル
からから設置設置できますできます

施設名 補助額
浸透マス 設置費用の５分の４
浸透管 設置費用の５分の４
貯留槽 設置費用の３分の２
浸透槽 設置費用の５分の４

浄化槽転用貯留槽 転用費用の３分の２
透水性舗装 1㎡あたり1,000円

介
護
予
防
を
目
的
と
し
た「
健
康
と

く
ら
し
の
調
査
」に
ご
協
力
を
！

　
町
と
知
多
北
部
広
域
連
合
で

は
、
高
齢
者
の
介
護
予
防
施
策

に
役
立
て
る
た
め
、
国
立
長
寿

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
と
日
本
老

年
学
的
評
価
研
究
機
構
と
の
共

同
研
究
事
業
と
し
て
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
す
。
調

査
票
が
届
き
ま
し
た
ら
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
調
査
時
期

　
11
月
14
日
月▢
～
12
月
５
日
月▢

●
対
象

　
65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
な
い
方
の
う
ち
、
約

４
人
に
１
人
を
無
作
為
抽
出

●
調
査
の
目
的

　
要
介
護
者
の
減
少
や
介
護
保

険
料
の
抑
制
を
図
る
た
め
、
対

象
と
な
る
方
の
現
在
の
健
康
状

態
や
社
会
参
加
な
ど
の
状
況
を

把
握
す
る
た
め
。

●
問
い
合
わ
せ

▼
調
査
の
目
的
や
調
査
項
目
の

回
答
方
法
に
つ
い
て

・
健
康
と
く
ら
し
の
調
査
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー　

☎
０
１
２
０（
９
０
０
）６
７
８

▼
高
齢
者
介
護
予
防
施
策
に
つ

い
て

・
保
健
セ
ン
タ
ー

☎（
８
３
）９
６
７
７

・
知
多
北
部
広
域
連
合

　
事
業
課

☎
０
５
２（
６
８
９
）２
２
６
３

帯
な
ど
）を
考
慮
す
る
。

③
焼
却
す
る
雑
草
な
ど
が
濡
れ

て
い
る
と
煙
が
多
く
発
生
す

る
た
め
、
よ
く
乾
か
し
て
か

ら
焼
却
を
行
う
。

④
野
焼
き
を
し
て
い
る
間
は
、

そ
の
場
を
離
れ
な
い
。

⑤
野
焼
き
を
す
る
前
に
周
辺
住

民
に
連
絡
す
る
な
ど
、
理
解

を
得
て
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
に
配
慮
す
る
。

※
農
業
を
営
む
た
め
で
も
、
ビ

ニ
ー
ル
類
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、

ゴ
ム
類
の
野
焼
き
は
禁
止

問
環
境
課　
内
線
２
８
２

野
焼
き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
野
焼
き
は
煙
や
に
お
い
が
周

辺
住
民
の
迷
惑
に
な
る
だ
け
で

な
く
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど

の
有
害
物
質
が
発
生
す
る
こ
と

が
あ
る
た
め
、
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
焼
き
畑
・
畔あ
ぜ

の
草
な
ど
、
農

業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な

い
野
焼
き
な
ど
に
つ
い
て
は
、

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
周
辺
住
民
か
ら

苦
情
が
あ
れ
ば
、
指
導
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　
農
業
を
営
む
た
め
の
野
焼
き

を
行
う
場
合
は
、
周
り
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
、
①
～
⑤
に

注
意
し
て
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

①
焼
却
時
間
が
短
時
間（
30
分

程
度
）で
終
わ
る
程
度
の
少
量

に
と
ど
め
る
。

②
風
向
き
や
強
さ
、時
間
帯（
洗

濯
物
を
干
し
て
い
な
い
時
間
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11
月
９
日
～
15
日
は

秋
の
火
災
予
防
運
動

　
空
気
が
乾
燥
し
て
火
災
が
発

生
し
や
す
い
時
期
を
迎
え
、
全

国
一
斉
に
秋
の
火
災
予
防
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
火
災
は
一

人
ひ
と
り
の
心
が
け
で
防
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
す
。
大
切
な
命
、

財
産
を
守
る
た
め
、
火
災
予
防

に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
火
災

を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

令
和
４
年
度

全
国
統
一
防
火
標
語

　
「
お
出
か
け
は

　
　
マ
ス
ク
戸
締
り

　
　
　
　
　
火
の
用
心
」

■
住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る

　
10
の
ポ
イ
ン
ト

　
少
し
の
油
断
か
ら
火
災
は
発

生
し
ま
す
。火
気
の
取
り
扱
い

に
は
、十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
４
つ
の
習
慣

①
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い
。

②
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や

す
い
も
の
を
置
か
な
い
。

③
コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
火
の

そ
ば
を
離
れ
な
い
。

④
コ
ン
セ
ン
ト
は
、
ほ
こ
り
を

清
掃
し
、
不
必
要
な
プ
ラ
グ

は
抜
く
。

●
６
つ
の
対
策

①
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、

ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
な
ど
は

安
全
装
置
の
付
い
た
機
器
を

使
用
す
る
。

②
火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
定
期

的
に
点
検
し
、
10
年
を
目
安

に
交
換
す
る
。

③
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、

部
屋
を
整
理
整
頓
す
る
。
寝

具
、
衣
類
、
カ
ー
テ
ン
は
、

防
炎
品
を
使
用
す
る
。

④
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消

す
た
め
に
、
消
火
器
な
ど

を
設
置
し
て
、
使
い
方
を

確
認
し
て
お
く
。

⑤
高
齢
者
や
身
体
の
不
自
由
な

方
は
、
避
難
経
路
と
避
難
方

法
を
常
に
確
保
し
、
備
え
て

お
く
。

⑥
防
火
防
災
訓
練
へ
の
参

加
、
戸
別
訪
問
な
ど
に
よ

り
、
地
域
ぐ
る
み
の
防
火

対
策
を
行
う
。

■
放
火
火
災
を

　
防
止
す
る
た
め
に

　
放
火
火
災
は
、
全
国
的
に
も

常
に
火
災
原
因
の
上
位
と
な
っ

て
い
ま
す
。

●
放
火
さ
れ
な
い
環
境
づ
く
り

・
家
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
物

を
置
か
な
い
。

・
セ
ン
サ
ー
付
き
照
明
器
具
な

ど
の
外
灯
を
つ
け
て
、
明
る

く
す
る
。

・
物
置
や
車
庫
に
は
鍵
を
か
け
、

車
な
ど
の
カ
バ
ー
は
防
炎
製

品
を
使
用
す
る
。

・
共
同
住
宅
の
廊
下
や
階
段
に

は
物
を
置
か
な
い
。

・
ご
み
は
決
め
ら
れ
た
日
の
朝

に
出
す
。

■
住
宅
用
火
災
警
報
器

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
火

災
を
い
ち
早
く
知
ら
せ
て
く
れ

る
機
器
で
す
。
き
ち
ん
と
作
動

す
る
よ
う
に
、
日
ご
ろ
の
維
持

管
理
が
大
切
で

す
。
定
期
的
に

作
動
確
認
を
し

ま
し
ょ
う
。

●
作
動
確
認
方
法

　
ボ
タ
ン
を
押
す
、
ま
た
は
ひ

も
を
引
い
て
作
動
確
認
し
ま
す
。

音
が
鳴
ら
な
い
場
合
は
電
池
切

れ
か
機
器
本
体
の
故
障
で
す
。

●
機
器
本
体
の

　
寿
命
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
本
体

は
10
年
を
目
安
に
交
換
し
ま

し
ょ
う
。

問
知
多
中
部
広
域
事
務
組
合

　
消
防
本
部　
予
防
課

☎
０
５
６
９（
２
１
）１
４
９
１

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用

に
関
す
る
法
律
相
談

（
無
料
、
予
約
制
）

●
と
き　
12
月
１
日
木▢

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
東
海
市
し
あ
わ
せ
村

　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
内
容　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
上
で
生
じ
た
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
相

談
で
、
法
律
問
題
を
含
む
も
の

※
同
一
案
件
３
回
ま
で

●
対
象　
知
多
北
部
広
域
連
合

か
ら
要
介
護
ま
た
は
要
支
援
の

認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
お
よ

び
そ
の
介
護
者

●
定
員　
６
名（
先
着
順
）

●
応
対
者

　
熊
田
法
律
事
務
所
弁
護
士

●
申
込
み　
11
月
８
日
火▢
～
21

日
月▢
の
平
日
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
に
電
話
で
問
い
合
わ

せ
先
へ

※
相
談
し
た
い
内
容
を
具
体
的

に
整
理
し
て
お
く
こ
と

問
知
多
北
部
広
域
連
合

　
総
務
課

☎
０
５
２（
６
８
９
）１
６
５
１


